
宍粟市（まちづくり推進課）

（２）認定申請書の提出
　　 　(１)で用意した書類をまとめ、まちづくり推進課に提出して
　　　ください。

２　認定

１　申請

（１）認定
　　　市による審査が行われた後、認定されます。
　　　認定後、以下の文書が届きますので、ご確認ください。
　　　なお、金融機関にも認定された旨が通知されます。
　　　・団体へ⇒融資対象認定決定通知書【様式第２号（第12条関係）】
　　　・金融機関へ⇒融資対象団体認定通知書【様式第４号（12条関係）】

地域活性化資金制度の運用について

宍粟市（まちづくり推進課）

融資団体

３　利子補給

融資団体 金融機関

（２）請求書の提出
　　　（１)で用意した書類をまとめ、まちづくり推進課に提出して
　　　ください。

（３）利子補給金の支払い
　　　請求書の提出後、年度末に利子補給金が支払われます。

（１）利子補給請求の準備
　　　償還日後に、下記書類を用意してください。
　　　金融機関の記入が必要な書類もありますので、作成を依頼してください。
　　　・請求書【様式第１号（第４条関係）】
　　　・払込証明願【様式第２号（第４条関係）】
　　　　⇒払込証明書（下部分）は金融機関に記入してもらってください。

融資希望団体 金融機関

宍粟市（まちづくり推進課）

（１）認定申請の準備
　　　金融機関窓口でご相談いただき、下記書類を用意してください。
　　　・認定申請書【様式第１号（第12条関係）】
　　　・団体の規約
      ・事業計画書
　　　・償還計画書（相談のうえ金融機関に作成してもらってください）

融資希望団体 金融機関

宍粟市地域活性化等資金融資制度の流れ
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